
高齢者福祉部 地域包括ケア推進課 

 

船橋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一の地域包括支援セン

ターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね６，０００人以上の場合によ

る職員の員数、職種を定める要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、船橋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例（以

下「基準条例」という。）の一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被

保険者の数がおおむね６，０００人以上の場合による職員の員数、職種の基準を定める

ものとする。 

 （職員の員数、職種） 

第２条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむ

ね６，０００人以上の場合の職員の員数、職種は、担当する区域における第１号被保険

者の数がおおむね２，０００人まで増加するごとに、介護保険法施行規則第１４０条の

６６第１号イ（１）～（３）に掲げる者のいずれか１人を増員する。 

２ 前項に定める職種、員数については、地域包括支援センターの協働機関である在宅介

護支援センターの専従常勤職員を充てることができる。 

３ 介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（１）～（３）に掲げている「準ずる 

者」についての基準は下記の表の通りとする。 

 準ずる者の基準 

介護保険法施行規則第１４０条の６６

第１号イ（１） 

看護師資格を有し、かつ、高齢者に関す

る公衆衛生業務経験及び地域ケア、地域

保健等に関する経験が１年以上ある者

をいう。なお、この経験のある看護師に

は准看護師は含まないものとする。 

介護保険法施行規則第１４０条の６６

第１号イ（２） 

福祉事務所等の現業員等の業務経験が

５年以上又は介護支援専門員の業務経

験が３年以上あり、かつ高齢者の保健・

福祉に関する相談援助業務に３年以上

従事した経験を有する者。 

介護保険法施行規則第１４０条の６６

第１号イ（３） 

次のいずれかに該当する者とする。 

ア 「介護支援専門員資質向上事業の実

施について」（平成１８年６月１５日老

発第０６１５００１号厚生労働省老健

局長通知）による廃止前の「ケアマネジ

メントリーダー活動等支援事業の実施
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及び推進について」（平成１４年４月２

４日付け老発第０４２４００３号厚生

労働省老健局長通知）に基づくケアマネ

ジメントリーダー研修を修了した者で

あって、介護支援専門員としての実務経

験を有し、かつ、介護支援専門員の相談

対応や地域の介護支援専門員への支援

等に関する知識及び能力を有している

者 

 

イ センターが育成計画を策定してお

り、センターに現に従事する主任介護支

援専門員の助言のもと、将来的な主任介

護支援専門員研修の受講を目指す介護

支援専門員であって、介護支援専門員と

して従事した期間が通算５年以上であ

る者（介護支援専門員として従事した期

間の換算の際は、専従・兼務、常勤・ 

非常勤等の雇用形態は問わないものと

し、当該期間には育児休業、介護休業等

の期間を含めても差し支えないことと

する。） 

 

    附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、令和７年２月１日から施行する。 

 


